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とかちプラザの外観 

  

 

 とかちプラザ６階トレーニングルームガラス面に広告を掲出する事業者を次のとおり募集します。 

 

１ 掲出期間  令和８年４月から令和９年３月まで 

※１ヵ月単位で申込みいただけます。（最大５枠掲出可） 

 

２ 募集期間   令和８年２月２日（月）から令和９年１月２９日（金）まで  随時募集  

※広告掲出は、申込月の翌々月から掲出可能です。 

※申込みは、土日祝日を除く８時 45 分から 17 時 30分まで受付しております。 

※申込月末（土日祝日を除く 17 時 30 分）時点で、募集枠を上回る申込みがあった場合は、帯

広市内に事務所等を有する企業等又は自営業者を優先します。 

また、この場合において複数の申込みがあるときは、申込み枠数が多い希望者のものを優先

しますが、広告枠数を超える場合は、抽選により選定するものとします。 

 

３ 広告物掲示施設の概要 

施設名称 とかちプラザ 

施設の設置目的 とかちプラザは、人々の定住と交流の促進、都心部の活性化、産業の支援、生涯学習

活動の推進をめざした「定住交流センター」と「生涯学習センター」の機能を併せも

った複合施設として平成７年 11月に設置。 

平成 24 年４月からは指定管理者制度を導入し、株会社オカモトを指定管理者として

施設の管理運営を行っている。 

施設の所在地 帯広市西４条南 13丁目１番地  

 

 

 

 

 

 

開館時間 ９：00～22：00 

休 館 日 月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）、年末年始（12月 29日～１月３日） 

年度別利用者数 

※令和元年度からの新型コロナウイルス感染症等の影響により、一時的に利用者数が減少 

年 度 
年度別利用者数 

とかちプラザ（施設全体） うち６階トレーニングルーム 

平 成 2 7 年 度 488,060 人 42,664 人 

平 成 2 8 年 度 491,738 人 43,599 人 

平 成 2 9 年 度 540,539 人 44,752 人 

平 成 3 0 年 度 612,871 人 45,637 人 

令 和  元  年 度 558,989 人 42,715 人 

令 和  2  年 度 144,602 人 17,207 人 

令 和  3  年 度 171,929 人 17,067 人 

令 和  4  年 度 303,514 人 20,991 人 

令 和  5  年 度 394,623 人 24,271 人 

令 和  6  年 度 350,382 人 20,930 人 

とかちプラザトレーニングルームガラス面広告取扱事業 仕様書 
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４ 広告物の掲出条件等 

 

広告掲出条件 
帯広市広告掲載要綱、帯広市広告掲載基準、とかちプラザ広告掲出要領、とかちプラ

ザ広告掲出実施細目、本仕様書、その他関係法令規則等を遵守するもの。 

１枠の大きさ 縦 40ｃｍ×横 90ｃｍ以内（ガラス１枚分の幅） 

掲 出 枠 数 最大５枠 

材 質 ガラス面に貼り付けられるもので、ガラス面に汚れや外傷を与えないもの。 

 

５ 広告掲出場所 

 

とかちプラザ ６階トレーニングルーム見取図 

 

 

吹き抜け 
（軽運動室） 

吹き抜け 
（アトリウム） 
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広告掲出場所 

（トレーニングルームガラス面の募集広告枠） 

（最大５枠）  

 

 

 

：広告枠（最大５枠） 
 

 
：トレーニングルームガラス面 
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○ 広告掲出箇所  ：トレーニングルームガラス面（最大５枠） 

○ 大きさ（１枠） ：縦 40ｃｍ × 横 90ｃｍ以内 

○ 掲出できる高さ ：ガラス面下辺より 170ｃｍ以上の高さに設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

   

 

 

※ガラス面（ガラス５枚１組）３組に、計５枠の広告掲出枠を設けるもの。 

Ｂ Ｃ Ａ 

Ａ 

Ｂ 
Ｃ 

横 90 ㎝以内 

     

広告 広告 

ガラスのつなぎ目に 凹凸あり 

広告物下辺 

ガラス面の下辺から 170cm 以上 の位置に設置 

縦 40 ㎝以内 

縦 約 210 ㎝ 

ランニングマシン 
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６ 申込書類等 

 （１）広告掲載申込書（とかちプラザ広告掲出実施細目 別記様式第３号） 

 （２）税情報確認承諾書 

 （３）掲出する広告図面及び説明書等 

 （４）法人は登記簿抄本、定款、規約又は寄付行為の写し 

 （５）広告主のホームページＵＲＬ（ホームページをお持ちの方） 

 

７ 広告料（広告掲出料＋行政財産使用料） 

１枠あたり(月額) 9,180円 / １枠（税込） 

広告料の納期限 

本件広告掲出にかかる行政財産使用許可日の属する月の末日までに、広告料

（広告掲出料＋行政財産使用料）を一括納付していたただきます。 

ただし、４月に広告を掲出する場合の納期限については、帯広市教育委員会が

指定する日までとします。 

 

８ その他 

 （１）広告の掲出及び撤去は、広告主がその費用を負担して行うこととします。 

 （２）本仕様書に明示されていない事項又は疑義のある場合は、帯広市教育委員会と協議の上で決定する 

ものとします。 

 

【お申込み・お問合せ先】 
 
〒080-8670 
帯広市西５条南７丁目１番地（市庁舎８階） 
帯広市教育委員会 
生涯学習部 生涯学習文化室 
生涯学習文化課 生涯学習係（担当：加藤） 
Tel:0155-65-4192  Fax:0155-23-6142 
E-mail：social_educate@city.obihiro.hokkaido.jp 


